
大西病院の倫理指針 

 

【職業倫理指針】 

1. 職員は、最新・最良の医療を提供するために常に自己研鑽に努め、知識と技術の習

得に努めなければならない。 

2. 職員は、医療従事者であることとの責任と尊厳を自覚し、信用失墜行為のないよう

努めなければならない。 

3. 職員は、患者さんの人格を尊重し、優しい心で公平平等に接するとともに、医療内

容等について十分説明し、信頼を得るよう努めなければならない。 

4. 職員は、当院の個人情報取扱規程を遵守するとともに、プライバシー保護に最大限

の努力を払わなければならない。 

5. 職員は、互いに助け合い、協力して業務にあたらなければならない。 

6. 職員は、地域の医療水準向上のため、地域の保健福祉活動に積極的に協力しなけれ

ばならない。 

 

【臨床倫理指針】 

1．患者さんの人権の擁護 

1. 患者さんの知る権利を尊重し、医療内容等についてわかりやすい言葉で十分に説明

し、医療情報説明義務を果たします。 

2. 患者さんの立場に立った対応を常に心がけ、患者さんとの良好な信頼関係を築くよ

う努めます。 

3. 全ての患者さんに対して、公平平等に医療を提供します。 

4. 職業上知り得た患者さんの個人情報を保護し、守秘義務を遵守します。 

2．患者さんの自己決定権の尊重 

1. 治療方法等の選択に於いて、患者さんが十分に理解され自ら決定できるよう、情報

提供を行います。また、セカンドオピニオンを推奨します。 

2. 治療方法の選択等に於いて、私たちは医学的立場から患者さんにとって最善と思わ

れる医療を提示しますが、患者さんが自ら最善と思える選択ができるよう助言する

とともに、最終的に患者さんが選択された治療等を尊重します。また、治療の変更

や中止についても患者さんの選択を尊重します。 

3．安全、良質で高度な医療の提供 

1. 私たちは、地域のニーズにあわせた高度な医療を提供できるよう努めます。 

2. 医学の知識と技術の向上のために教育・研修を継続して行います。 

3. 医療事故を起こさないよう、安全な医療を目指します。 

4. 関係法規、生命倫理に関するガイドラインに従った医療を実践します。 

4. 倫理委員会での審議 



１. 生命の尊厳などに関する倫理的問題や医学的臨床研究の実施に当たっては、倫理委員 

会で十分審議して方針を決定します。 

 倫理委員会規程 

5．具体的な臨床倫理課題に関する対応方針 

１. 意識不明・自己判断不能（意思が確認できない）患者さんへの対応について 

 意識不明や判断能力のない患者さんが、緊急時生命に関わる場合は、ご家族等の同意を得

て治療に必要な判断と決定を行います。ご家族等の意思決定において、「大西病院人生の最

終段階の医療に関するガイドライン」の「患者さんの意思が確認できない場合」を遵守し、

患者さんにとっての最善の治療方針をとることを基本とします。また緊急連絡がつかない

場合やご家族等がいない場合においても、患者さんにとって最善の利益となる方向で治療

を行います。 

２. 診療の拒否、指示不履行について 

 検査・治療・入院等の診療の必要性と利益、実施しない場合の負担と不利益について、患

者さんに十分な説明を行っても医療行為を拒否した場合は、患者さんの自己決定を尊重し

ます。ただし、感染症法等の規定に基づき、治療拒否が制限される場合があります。 

３. 輸血拒否患者さんへの対応について 

 当院は、「輸血を拒否される患者さん」に対して、患者さんの意思を尊重し可能な限り無

輸血治療に尽力いたしますが、輸血以外に救命手段がない時には輸血を行うことを基本方

針とします。この方針を説明し、ご理解を得られるように最大限努力しますが、承諾が得ら

れない場合には他の医療機関での治療をお勧めします。したがいまして、輸血拒否に関する

文書には受理、署名いたしません。 

４. 身体抑制について 

 身体抑制は、本人の意思に関係なく身体や行動の自由を制限することで、身体拘束と離床

センサーを示します。患者さんの身体生命の維持や保護のため、必要最小限の制限を加える

もので、やむを得ず身体を拘束し、行動を制限する必要がある患者さんには人権尊厳の観点

から、「大西病院医療安全マニュアル」で実施基準を設け適切に対応しています。 

５. 予後不良の告知について 

がんなど予後不良疾患の告知は、診療を行うために重要な医療行為の一つであるため、当

院でも、患者さん本人の知る権利を尊重し、本人への告知を優先します。お伝えする際には、

場所、時期、プライバシーや患者さんの心情、説明方法などに関して、患者さんの立場を十

分に配慮します。ご本人が告知を希望されない場合には、患者さんから指名された代理人

（家族など）にお話しします。告知による患者さんの反応に留意しながら、患者さんの精神

状態を深く配慮し支援します。 

６. 終末期医療・ケアについて 

 終末期の医療・ケアについては、「大西病院人生の最終段階の医療に関するガイドライン」

に基づき、患者さん及び家族等と医療・ケアチームが十分に話し合い、患者さんにとって最



善の医療・ケアを行います。医療・ケアチームが可能な限り、疼痛やその他の不快な症状を

緩和し、精神的・社会的援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。 

７. 心肺蘇生不要（ＤＮＡＲ）の指示について 

 終末期・老衰・救命不能な患者さんに対して意識回復が見込めない場合、心肺蘇生術（Ｃ

ＰＲ）の有効性について、患者さんやそのご家族等に対して十分な説明をしたうえで、心肺

蘇生術を行わないことに同意された場合は、その意思を尊重します。ただし、いかなる場合

も積極的安楽死や自殺幇助は認めません。 

８. 患者自身の事前の意思表示書について 

 「患者自身の事前の意思表示書」（以下指示書）がある場合には、患者さん自身及びご家

族等に意思表示書の内容を確認してから、医療・ケアチームが判断します。 

 心身の状態に応じて意思は変化することを十分に理解し、署名者である患者さんの考え

に変化があれば、いつでも撤回、破棄することができます。また、アドバンス・ケア・プラ

ンニング（Advance Care Planning : ACP）（「人生会議」厚生労働省）の取り組みは、患者さん

の意向を尊重し、かかりつけ医や主治医、患者さんとご家族等、医療・ケアチームで、今後

の治療・療養等について話し合い、共有します。 

９. 虐待についての対応 

高齢者などへの虐待が疑われた場合には、当院の「虐待防止マニュアル」に基づいて、警

察へ届け出るか否かを検討します。しかし、その前に緊急で治療などが必要な場合は、患者

さんに判断能力・意思決定能力なければ、被疑者の疑いがある親や親族に病状を説明し、同

意を得て医療行為を実施します。 

10. 臓器提供について 

当院は臓器提供施設となっていないため、臓器提供は行いません。ただし患者さんまたは

家族から臓器提供の意思表示があった場合は、法令を遵守して（社）日本臓器移植ネットワ

ークと連携し、その指導・指示のもと、できる限り対応します。 

11. 性的少数派（LGBTQ）についての対応 

患者さん一人ひとりに対して性的指向及び政治人に配慮し、全職員で患者さんのプライ

バシー保護に努めます。診療に必要な問診や診察は、その必要性を十分に説明し、患者さん

にご理解いただいた上で行います。また療養環境については、患者さんの意向を伺い、適宜

相談して、できるだけ満足していただけるように調整を行います。 

12. 新しい医療技術の導入 

保険適用が認められていないが患者さんに有益と考えられる治療法を導入する場合は、

まず当該部署で倫理面と医療安全面から十分に検討し、研修受講などによって技術修練を

行います。その上で当院の倫理審査委員会に諮問し、承認された場合は、病院⾧が当該治療

法の実施を許可します。 

13. 臨床研究・医療行為等 

 倫理委員会で審査して承認が得られれば、病院⾧が当該臨床研究の実施を許可します。ま



た、治験・製造販売後臨床試験に関しては医薬品の臨床試験の実施に関する省令（GCP）を

遵守します。 

14. その他の倫理問題について 

 その他の倫理的問題については、「大西病院倫理指針」に従い判断しますが、必要に応じ

て「倫理委員会」で審議を行い、その方針に従います。 

 

 

 


